　　　　　　　　　　再発防止対策書　　　　　　　別添
  令和     年     月     日

函館労働基準監督署長  殿

 eq \o\ad(事業場名,　　　　　　)    　　                        
事業者職氏名    　　                        

  先に発生した労働災害について、下記のとおり対策を講じたので報告します。
記

	 eq \o\ad(被災者氏名,　　　　　　　　　)
	災害発生年月日
	災害発生場所

	
	令和　　年　　月　　日
	


	１．災害が発生した作業

（機械／設備）
	
	
	（記載例）

ベルトコンベヤーの清掃作業

	２．発生した災害の内容と危険性又は有害性
（※）
	
	
	　作業者がコンベヤーを稼働させながら、テンションローラー部分についた汚れをタオルで拭き取りを行っていたため、タオルと共に手がローラー部分に巻き込まれる。

	３．既存の災害防止対策
	
	
	防止対策未実施

	４．リスクの見積り
	重篤度
	
	
	×

	
	発生可能性
	
	
	×

	
	リスク
	
	
	Ⅲ

	５．リスク低減対策
	
	
	・清掃前に機械運転を停止する

・ローラー部分にインターロック[image: image1.jpg]


付き安全ガードの設置

	６．措置後のリスクの見積り
	重篤度
	
	
	△

	
	発生可能性
	
	
	○

	
	リスク
	
	
	Ⅰ

	７．備考
	
	
	


凡例：　●災害の重篤度　×＝致命的・重大　　△＝中程度　　〇＝軽度

　　　　●発生可能性　×＝頻繁・可能性が高いか比較的高い　△＝時々・可能性がある　〇＝ほとんどない・可能性がない

　　　　●リスク　Ⅲ＝直ちに解決すべき又は重大なリスクがある。
　　　　　　　　　　　　Ⅱ＝速やかにリスク低減措置を講ずる必要のあるリスクがある。
　　　　　　　　　　　　Ⅰ＝必要に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある。

　　　　※（災害に至る経過として「～なので、～して」＋「～になる」と記述します）

リスクの見積もり方法

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負傷又は疾病の重篤度
負傷又は疾病の発生の可能性の度合い
	致命的・重大　×
・死亡又は身体の一部に永久的損傷
・１カ月以上の休業災害
・一度に多数の被災者
	中程度　△
・１カ月未満の休業災害
・一度に複数の被災者
	軽度　○
・不休災害やかすり傷程度のもの

	頻繁・可能性が高いか比較的高い　×
・頻繁に危険性又は有害性に接近するもの
・かなりの注意力でも災害につながり、回避困難なもの
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	時々・可能性がある　△
・故障、修理、調整等の非定常作業で、危険性または有害性に時々接近するもの

・うっかりしていると災害になるもの
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	ほとんどない・可能性がない　○
・危険性または有害性の付近に立ち入ったり、接近することは滅多にないもの

・通常の状態では災害にならないもの
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ


リスク低減の優先順位

	１．法令に定められた事項の実施（該当事項がある場合）
	２．設計や計画の段階における危険性又は有害性の除去又は低減
	３．物的対策
	４．管理的対策
	５．個人用保護具の使用

	必ず実施
	　危険な作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替、より安全な作業方法への変更等
	　機械・設備の防護板の設置、作業台の使用等

	　マニュアル整備、教育訓練、作業管理等
	　保護帽、安全帯、防護マスク等
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（注意）低減対策のとり方によって、リスクは変化します。








